
「特区、規制改革・民間開放集中受付月間」 

（平成１８年１０月２日～３１日）について 

 

 

内閣官房構造改革特区推進室 

内閣府規制改革・民間開放推進室 

 

 

１．特区、規制改革・民間開放とは 

 

（１） 特区、規制改革・民間開放の全体イメージ 

政府は、地域の活性化や全国規模の経済活性化のツールとして、民間事業者や地方公

共団体等からの発案を基に、地域を限定して措置を講ずる構造改革特区（以下特区）と全

国規模で措置を講ずる規制改革・民間開放の制度を用意しております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ※特区に関する提案であっても、全国規模で実現する場合があります。 

 

（２）特区について 

 
○特  区：国・地域の経済活性化のため、民間事業者や地方公共団体等の自発的な発

案を通じて、地域の特性に応じた規制の特例措置を導入し、特定の地域（特

区）に限って当該規制の特例措置を適用できるようにする制度です。 
 

※特区制度の詳細につきましては、こちらをご参照下さい。また、内容についてご不明

な点等ございましたら、下記連絡先までお気軽にお問い合わせ下さい。 
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◆特区の例 
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※他の例もご覧になりたい方はこちらへ。 
 

 

美祢社会復帰促進センターＰＦＩ特区 

             （山口県、美祢市）      

 
誘致した刑務所事務の民間委託等によ

り地域雇用を創出し、人口定住や地域

活性化を図るとともに、行刑施設内の

診療施設を地域住民に開放することで

地域医療の充実を図る。 

まちづくり関連 

北九州市地域通貨特区 

（福岡県北九州市）         

 
地域通貨の発行主体の事前登録要件を

緩和することで地域のコミュニティ活動

の活発化や地域経済の活性化を促進

し、地域通貨を活用したまちづくりによる

解決に取り組む 
 まちづくり関連 

zirei.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※今回の集中受付月間は、上図の「提案」の部分（図の右側）に該当します。 
 

 

（３）規制改革・民間開放について 

○生活者・消費者本位の社会経済システムを構築していくとともに経済を活性化するため、 

全国規模で実現を望む規制改革要望及び運営主体の制限が行なわれているなど公的関

与の強い市場等の民間開放の推進についての要望を広く受付ける制度です。 

   

○なお、昨年度、民間開放に関する要望の一環として、ご提案いただいておりました「市場化

テスト」に関する要望につきましては、「公共サービス改革法」に基づき、内閣府公共サー

ビス改革推進室において既に７月１１日より８月１０日まで意見募集の受付を行なったとこ

ろであり、今回の対象からは外させて頂きます。 

 

※規制改革、民間開放の詳細についてはこちらをご参照下さい。また、内容についてご不明 

な点等ございましたら、下記連絡先までお気軽にお問い合わせ下さい。 
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○規制改革・民間開放の推進体制

内閣総理大臣内閣総理大臣

諮問

答申

規制改革・
民間開放推進

3か年計画
（閣議決定。毎年度改定）

各府省が措置

監視

経済財政諮問会議経済財政諮問会議 構造改革特区
推進本部

構造改革特区
推進本部

連携

規制改革・民間開放推進室
市場化テスト推進室

連携

答申を
反映

地域再生本部地域再生本部

・「規制改革・民間開放推進
のための基本方針」策定
・推進会議の代表者も出席
・必要に応じ、推進会議の
代表者と関係閣僚が個別
テーマについて折衝

・「規制改革・民間開放推進
のための基本方針」策定
・推進会議の代表者も出席
・必要に応じ、推進会議の
代表者と関係閣僚が個別
テーマについて折衝

密
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に
連
携

・有識者会議（総理諮問機関）
・３年間の時限設置
・会議内の委員会・ﾜｰｷﾝｸﾞ
ｸﾞﾙｰﾌﾟにおいて調査・審議

・有識者会議（総理諮問機関）
・３年間の時限設置
・会議内の委員会・ﾜｰｷﾝｸﾞ
ｸﾞﾙｰﾌﾟにおいて調査・審議
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※今回の集中受付月間は、上図の「要望集中受付月間」の部分に該当します。 

 

◆全国規模の規制改革事例 

エレベーター昇降路への配管設備の
設置及び構造規制の緩和

光ファイバー等をエレベーターの昇
降路内に設ける場合に必要となる
基準を策定。これにより光ファイ
バーの敷設が容易かつ低価格で可
能となる等、既存建物における情報
化を加速度的に実現することが期
待される。

災害廃棄物の迅速かつ適正な処理

一般廃棄物のみを処理することを目的
とする施設において、災害廃棄物であ
る産業廃棄物を処理する場合の財産
処分手続きの簡素化をはかる。これに
より災害時の復旧作業の一環としての
災害廃棄物処理の円滑・迅速化が可
能となる。

住居系用途地域における自動車車
庫等に係る制限の緩和

大規模な共同住宅で、附属自動車車庫の床面
積の上限を超えるような場合について、建築基
準法上の許可を弾力的に運用。



集中受付月間の概要 
 

（１） 提案・要望主体 

地方公共団体、民間企業、各種団体、個人等を問わず、どなたでも提案・要望できます。 
 

（２）募集期間 

   平成１８年１０月２日から３１日まで 

（ただし、電子メールによる提出の場合には、３０日の正午必着となりますのでご了承下さい。） 
 

（３）提案の募集要領等 

   提案の募集要領等については、以下に示す別紙をご覧下さい。 

① 構造改革特区に関する提案 

 募集要領 別紙１ ：  様式1 
 

② 全国規模の規制改革・民間開放要望 

  募集要領 別紙２ ：  様式２ 
 

①規制改革に関する提案 

○全国規模での実現を希望 

 

○その他 
* 特区での実現を希望 

* 特区・全国どちらでも良い 

 

※提案書の提出先に迷った時は、構造改革特区推進室に提出して下さい。 
 

 

（４）提案受付後のスケジュール 

①本年１１月～来年1月： 提案内容について、内閣官房が各府省庁と調整 

（各府省庁との調整の際、提案者の意見を述べる機会を設けております。） 

 

②来年２月目途： 政府の対応方針を決定 

 

規制改革・民間開放推進室

に提出！ 

構造改革特区推進室 
に提出！ 

betu1.html
http://www.wagamachigenki.jp/saisei/xls/1-form.xls
betu2.html
http://www.kisei-kaikaku.go.jp/accept/200611/index.html


３．連絡先 

 

提案書の作成方法や提案内容等についてご不明な点がございましたら、下記担当宛てに、

お気軽にご連絡下さい。 

 

○構造改革特区推進室 

（ 新田
に っ た

  ０３－５５２１－６７４６） 

（ 佐藤  ０３－５５２１－６６１３） 

 

○規制改革・民間開放推進室 

（ 安藤  ０３－５５０１－２８１９） 

（ 金城  ０３－５５０１－２８２５） 


